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3 月 13 日の弊社ファンドの基準価額下落について 

 
2020 年 3 月 12 日～3 月 13 日の世界の金融市場では、11 日に新型コロナウイルスの感染拡大につ

いてWHO（世界保健機関）からパンデミック（世界的な大流行）が宣言され、世界中で渡航制限などの対

策が講じられる中、欧州において ECB（欧州中央銀行）が利下げを見送ったことや、米トランプ大統領が

発表した景気対策が市場の期待を下回る内容であったことから、世界景気への冷え込みに一段と警戒

感が強まり、株式市場は世界的に急落する展開となりました。外国為替市場においては、ECB による量

的緩和拡大を受けて米ドルがユーロに対して買われ、対円でも米ドルが小幅に上昇する一方、ユーロや

英ポンドなどは対円で下落となりました。 

このような環境下、以下の弊社公募投資信託の基準価額（2020 年 3 月 13 日）は、前営業日比 5％以

上の下落となりました。 

基準価額および前営業日比騰落幅・騰落率 （2020 年 3 月 13 日現在） 
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本資料は JP モルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。本資料は投

資に係る参考情報を提供することを目的とし、特定の有価証券の勧誘を目的として作成したものではありませ

ん。また、当社が販売会社として直接説明するために作成したものではありません。当社は信頼性が高いとみ

なす情報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社

は、本資料に記載された情報を使用することによりお客様が投資運用を行った結果被った損害を補償いたしま

せん。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での当社および当社グループの判断を反映したものであ

り、将来の市場環境の変動や、当該意見・見通しの実現を保証するものではございません。また、当該意見・見

通しは将来予告なしに変更されることがあります。  

 投資信託に係るリスクについて 
投資信託は一般的に、株式、債券等様々な有価証券へ投資します。有価証券は市場環境、有価証

券の発行会社の業績、財務状況等により価格が変動するため、投資信託の基準価額も変動し、損

失を被ることがあります。また、外貨建の資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被るこ

とがあります。そのため、投資信託は元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯

金と異なります。 

 投資信託に係る費用について 
投資信託では、一般的に以下のような手数料がかかります。手数料率はファンドによって異なり、下

記以外の手数料がかかること、または、一部の手数料がかからない場合もあるため、詳細は各ファ

ンドの販売会社へお問い合わせいただくか、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をご覧く

ださい。 
投資信託の購入時：購入時手数料（上限 3.85％（税抜 3.5％））、信託財産留保額 
投資信託の換金時：換金（解約）手数料、信託財産留保額（上限 0.5％） 
投資信託の保有時：運用管理費用（信託報酬）（上限年率 2.09％（税抜 1.9％）） 

＊費用の料率につきましては、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用するすべて

の公募投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。その他、

有価証券の取引等にかかる費用、外貨建資産の保管費用、信託財産における租税等の実費（また

は一部みなし額）および監査費用のみなし額がかかります（投資先ファンドを含みます）。 
また、一定の条件のもと目論見書の印刷に要する費用の実費相当額またはみなし額がかかります。 

＜投資信託委託会社＞ 
JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 330 号 
加入協会：一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/日本証券業協会/ 
       一般社団法人第二種金融商品取引業協会 



 
 
 
 

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 

手数料等およびリスクについて 

 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店

担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大 1.26500％（但

し、最低 2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の

外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.99000％の国内取次手数料（税込）

に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。 

 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を

含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあ

たっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがありま

す。 

 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託

保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうこ

とができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあり

ます。 

 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その

対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水

準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、

金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およ

びそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。 

 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された購入時手数料および運

用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等に

は価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。 

ご投資にあたっての留意点 

 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書

面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。 

 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示

が行なわれていないものもあります。 

 

商号等 ：大和証券株式会社 ／ 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号 

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 

  一般社団法人第二種金融商品取引業協会 
 


